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一
九
六
六
年
を
迎
え
て
国
際
情
勢
は
決
し
て
安
心
で
き
る
よ
う
な
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
「
科
学
の
進
歩
」
の
た
め
に
と
い
う
名
の

も
と
で
核
実
験
は
行
わ
れ
、
米
国
と
ソ
連
と
の
沈
黙
の
競
争
は
終
止
す
る
よ
う
す
も
な
か
っ
た
。
中
東
諸
国
で
は
、
中
東
地
域
に
於
け

る
主
導
権
争
い
で
不
安
定
な
姿
を
示
し
て
い
た
。
東
南
ア
ジ
ア
、
特
に
南
北
ベ
ト
ナ
ム
の
内
乱
は
、
そ
の
背
後
の
支
持
国
家
を
考
え
る

と
き
、
戦
傑
の
感
を
禁
じ
得
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
ス
カ
ル
ノ
大
統
領
か
ら
終
身
大
統
領
の
称
号
を
剥
奪
し
て
、

ス
ハ
ル
ト
陸
相
が
大
統
領
代
理
と
な
り
、
つ
づ
い
て
国
連
に
復
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
外
交
上
の
国
際
的
緊
張
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
各
国
人
民
の
交
流
は
日
と
共
に
盛
ん
で
あ
っ
た
。
昭
和
四
十



一
年
八
月
一
一
十
二
日
か
ら
九
月
八
日
ま
で
第
十
一
回
太
平
洋
学
術
会
議
が
四
十
年
振
り
に
東
京
で
開
催
さ
れ
た
が
、
参
加
国
六
○
カ
国
、

参
加
者
五
、
九
○
六
人
、
発
表
論
文
数
約
二
、
○
○
○
と
い
う
盛
大
ぶ
り
で
あ
っ
た
。

国
内
経
済
は
、
政
府
の
経
済
の
安
定
。
拡
大
開
発
政
策
や
、
貿
易
政
策
の
た
め
、
昭
和
四
十
年
後
半
の
不
況
も
収
束
し
、
そ
の
上
に

昭
和
四
十
五
年
三
月
に
大
阪
の
郊
外
千
里
丘
に
開
催
さ
れ
る
万
国
博
覧
会
に
寄
せ
る
期
待
も
あ
っ
て
大
体
好
況
裡
に
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
中
で
、
昭
和
四
十
三
年
に
は
明
治
百
年
の
期
を
迎
え
た
が
、
こ
れ
も
、
諸
般
の
記
念
事
業
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

民
衆
の
心
に
は
明
る
い
材
料
と
な
っ
た
。

維
新
政
府
が
慶
応
の
元
号
を
明
治
と
改
め
、
一
世
一
元
と
す
る
旨
の
太
政
官
布
告
を
公
布
し
た
の
は
、
一
八
六
八
年
十
月
二
十
三

日
（
西
暦
）
で
、
当
時
わ
が
国
が
用
い
て
い
た
太
陰
暦
で
は
九
月
八
日
で
あ
っ
た
。
昭
和
四
十
三
年
は
、
そ
の
時
か
ら
数
え
て
満
百
年

の
と
き
に
あ
た
る
。
正
味
百
周
年
で
あ
る
。
し
か
も
日
本
の
存
続
さ
え
危
ぶ
ま
れ
る
よ
う
な
敗
戦
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
、
世
界
有
数
の

経
済
大
国
と
い
わ
れ
る
ま
で
に
立
ち
直
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
の
理
屈
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
ず
何
等
か
の
記
念
行
事
を
行
う

こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
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政
府
は
、
陰
暦
九
月
八
日
に
当
る
十
月
二
十
三
日
を
以
て
、
千
代
田
区
北
の
丸
公
園
の
日
本
武
道
館
に
お
い
て
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
、

常
陸
宮
御
夫
妻
の
御
来
臨
を
仰
ぎ
、
佐
藤
首
相
を
は
じ
め
衆
参
議
長
、
最
高
裁
判
所
長
官
、
在
日
各
国
大
公
使
、
各
閣
僚
、
国
会
議
員
、

各
界
代
表
の
列
席
を
得
て
、
明
治
百
年
記
念
式
典
を
挙
行
、
同
日
そ
の
記
念
の
た
め
特
赦
を
行
っ
た
。

こ
れ
よ
り
さ
き
、
東
京
都
で
は
こ
の
年
十
月
一
日
の
都
民
の
日
に
、
皇
太
子
殿
下
の
御
臨
席
を
仰
ぎ
、
東
京
百
年
祝
い
式
典
を
挙
行

し
た
。
江
戸
を
東
京
と
改
称
し
た
の
は
、
明
治
元
年
九
月
三
日
（
太
陰
暦
七
月
十
七
日
）
で
あ
っ
た
。
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と
こ
ろ
で
、
当
社
が
、
横
浜
の
新
浜
町
に
、
丸
屋
商
社
を
開
い
た
の
は
、
明
治
二
年
一
月
一
日
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
こ
の
日
を
創
業

の
日
に
定
め
て
い
る
が
、
そ
の
準
備
は
、
明
治
元
年
に
始
め
て
い
た
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
別
項
で
記
し
た
よ
う
に
昭
和
四
十
三
年
か
ら
創
業
百
年
記
念
の
意
を
込
め
て
色
安
の
行
覗
を
行
っ
て
き
た
。

そ
の
う
ち
、
「
明
治
百
年
記
念
洋
書
一
○
○
年
展
」
「
世
界
美
術
書
展
」
「
優
良
図
書
展
示
即
売
」
《
弓
ｇ
８
Ｏ
ご
言
の
｝
胃
①
国
昌
○
号
の
丙
》
》

（
仙
台
支
店
）
及
び
「
創
業
一
○
○
年
記
念
事
務
機
械
セ
ー
ル
」
等
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
他
の
行
事
に
つ
い
て
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
の
第
一
は
、
木
村
毅
著
「
丸
善
外
史
」
の
発
行
で
あ
る
。
初
版
奥
付
に
昭
和
四
十
四
年
二
月
一
一
十
二
日
発
行
丸
善
社
史
編
纂
委

員
会
発
行
と
あ
る
。
こ
の
日
付
は
、
当
社
が
ホ
テ
ル
。
オ
ー
ク
ラ
で
創
業
一
○
○
年
記
念
パ
ー
テ
ィ
ー
を
催
し
た
日
で
あ
る
。
稿
は
前

年
の
六
月
入
梅
の
前
後
に
完
成
さ
れ
て
い
た
。
昭
和
四
十
一
年
八
月
か
ら
発
足
し
た
新
社
史
が
完
成
ま
で
に
な
お
時
間
を
要
し
た
た
め

百
年
記
念
の
た
め
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
は
当
社
が
外
国
文
化
の
輸
入
に
果
し
た
功
績
を
興
味
深
く
語
ら
れ
て
余
す
と
こ

ろ
の
な
い
も
の
で
、
博
士
の
よ
う
に
生
涯
を
文
化
交
流
史
の
研
究
に
捧
げ
た
人
で
あ
っ
て
初
め
て
な
し
得
る
仕
事
で
あ
っ
た
。
各
新
聞

の
本
書
に
対
す
る
評
も
、
そ
う
い
う
意
味
を
含
め
て
極
め
て
好
評
で
忽
ち
版
を
重
ね
た
。

前
記
の
昭
和
四
十
四
年
二
月
二
十
二
日
、
東
京
赤
坂
の
ホ
テ
ル
。
オ
ー
ク
ラ
の
平
安
の
間
で
創
業
一
○
○
年
記
念
パ
ー
テ
ィ
ー
を
催

し
た
。
招
待
し
た
方
交
は
、
駐
日
各
国
の
外
交
官
、
学
術
文
化
関
係
の
方
冬
政
財
界
そ
の
他
各
界
の
名
士
、
そ
れ
に
株
主
、
取
引
先
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の
方
左
を
含
め
一
一
一
千
名
近
く
で
あ
っ
た
。
司
社
長
な
ら
び
に
各
重
役
は
、
会
場
入
口
で
来
賓
を
迎
え
謝
意
を
表
し
、
ま
た
、
記
念
品
と

し
て
前
述
の
「
丸
善
外
史
」
と
《
宮
○
侭
日
目
》
の
両
ロ
伽
房
ぽ
げ
胃
呂
の
の
①
》
》
を
贈
呈
し
た
。

越
え
て
三
月
一
日
、
名
古
屋
支
店
に
お
い
て
、
記
念
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
を
開
催
、
司
社
長
も
列
席
の
上
約
一
千
名
の
方
々
を
招
待
し
て
、

本
店
に
お
け
る
と
同
様
に
記
念
品
を
贈
呈
し
て
、
謝
意
を
表
し
た
の
で
あ
っ
た
。

当
社
は
、
社
が
何
ら
か
記
念
す
べ
き
時
に
は
、
株
主
な
ら
び
に
社
員
に
そ
の
歓
び
を
分
っ
て
き
た
が
、
こ
の
創
業
百
年
記
念
に
際
し

て
も
、
別
項
記
載
の
通
り
株
主
に
記
念
配
当
を
行
い
、
同
時
に
全
社
員
に
対
し
て
は
、
勤
続
一
年
に
つ
い
て
一
一
一
千
円
の
計
算
で
特
別
賞

与
を
支
給
し
た
。




